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消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
八
条

防
火
対
象
物
が
次
に
掲
げ
る
当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
で
区
画
さ
れ

第
八
条

防
火
対
象
物
が
開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
つ

七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
又
は
壁
で
区
画

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
防
火
対
象
物
と
み
な
す
。

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用

一

開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
防
火
対
象
物
と
み
な
す
。

耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
又
は
壁

二

床
、
壁
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の

二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
防
火
戸
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
又
は
床
面
積
の
数
値
は
、

掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
又
は
床
面
積
の
数
値
は
、

特
定
主
要
構
造
部
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
規
定
す
る
特
定

主
要
構
造
部

（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
主
要

主
要
構
造
部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
壁
及
び

構
造
部

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
壁
及
び

天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
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じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
（
建

部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
（
建

築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
こ

築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
し
た
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
三

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
し
た
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
三

倍
の
数
値
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第

倍
の
数
値
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第

二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
三
倍
の
数
値
又
は
千
平

二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
三
倍
の
数
値
又
は
千
平

方
メ
ー
ト
ル
に
同
条
第
二
項
第
三
号
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
の
床

方
メ
ー
ト
ル
に
同
条
第
二
項
第
三
号
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
の
床

面
積
の
合
計
を
加
え
た
数
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
数
値
）
と
し
、
特

面
積
の
合
計
を
加
え
た
数
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
数
値
）
と
し
、
主

定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
又
は
建
築
基
準

要
構
造
部

を
耐
火
構
造
と
し
た
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
又
は
建
築
基
準

法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
壁

法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
壁

及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
し
た
防
火
対
象

及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
で
し
た
防
火
対
象

物
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
二
倍
の
数
値
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

物
に
あ
つ
て
は
当
該
数
値
の
二
倍
の
数
値
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

防
火
対
象
物
に
つ
い
て
前
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
二
倍
の
数
値
又
は
千
平
方
メ
ー
ト
ル
に
同
条
第
二
項
第
三
号
の
二
の
総

当
該
二
倍
の
数
値
又
は
千
平
方
メ
ー
ト
ル
に
同
条
第
二
項
第
三
号
の
二
の
総

務
省
令
で
定
め
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
を
加
え
た
数
値
の
う
ち
、
い
ず
れ

務
省
令
で
定
め
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
を
加
え
た
数
値
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
小
さ
い
数
値
）
と
す
る
。

か
小
さ
い
数
値
）
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

三

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
天
井
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
及
び
天
井
裏
の
部
分
（
天
井
の

り
、
天
井
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
及
び
天
井
裏
の
部
分
（
天
井
の

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
）
に
、
有

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
）
に
、
有

効
に
火
災
の
発
生
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
た

効
に
火
災
の
発
生
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
天

だ
し
、
主
要
構
造
部

を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
天

井
裏
の
部
分
に
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

井
裏
の
部
分
に
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
避
難
器
具
に
関
す
る
基
準
）

（
避
難
器
具
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
五
条

避
難
器
具
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
階
（
避
難
階
及
び

第
二
十
五
条

避
難
器
具
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
階
（
避
難
階
及
び

十
一
階
以
上
の
階
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

十
一
階
以
上
の
階
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

)

)

三

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
及
び

項
か
ら
十
一
項
ま
で
に
掲
げ
る

三

別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
及
び

項
か
ら
十
一
項
ま
で
に
掲
げ
る

（一）

（四）

（七）

（一）

（四）

（七）

(

(

防
火
対
象
物
の
二
階
以
上
の
階
（
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た

防
火
対
象
物
の
二
階
以
上
の
階
（
主
要
構
造
部

を
耐
火
構
造
と
し
た

建
築
物
の
二
階
を
除
く
。
）
又
は
地
階
で
、
収
容
人
員
が
五
十
人
以
上
の

建
築
物
の
二
階
を
除
く
。
）
又
は
地
階
で
、
収
容
人
員
が
五
十
人
以
上
の

も
の

も
の

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
大
規
模
の
修
繕
及
び
模
様
替
え
の
範
囲
）

（
大
規
模
の
修
繕
及
び
模
様
替
え
の
範
囲
）
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第
三
十
四
条
の
三

法
第
十
七
条
の
二
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
の

第
三
十
四
条
の
三

法
第
十
七
条
の
二
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
の

三
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
大
規
模
の
修
繕
及
び
模
様
替
え
は
、
当

三
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
大
規
模
の
修
繕
及
び
模
様
替
え
は
、
当

該
防
火
対
象
物
の
主
要
構
造
部
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

該
防
火
対
象
物
の
主
要
構
造
部

主
要
構
造
部
を
い
う
。
）
で
あ
る
壁
に
つ
い
て
行
う
過
半
の
修
繕
又
は
模
様

で
あ
る
壁
に
つ
い
て
行
う
過
半
の
修
繕
又
は
模
様

替
え
と
す
る
。

替
え
と
す
る
。


